
 

学力保障推進事業等の実施について 

 

【基礎学力の定着や学習意欲の向上】 

本市では、子どもたちの基礎学力の定着や学習意欲の向上を図るため、授業内

での支援の充実や、放課後などの補習等、学力保障を推進する取組を開始します。 

 

１ 学習支援員の配置 

学校の授業で基礎的・基本的な学力の習得、習熟を図るため、基礎学力の定着

が重要となる小学校３年生の算数、国語の授業で、児童への学習支援等を行う人

員を２０名配置します。 

  取組内容 

  ○担任とのティーム・ティーチング 

  ○支援が必要な児童への個別支援 

  ○担任の授業準備の支援     など 

 

２ 補習の支援 

（１） 小学校 

基礎的・基本的な学力の定着と学習意欲の向上を図るため、民間事業者に委

託し、小学校３、４年生を対象に四則計算や漢字の書取などの補習を１２校で

実施します。 

（２） 中学校 

学力の向上や学習意欲の向上を図るため、全学年を対象に退職教員等が生徒

の自主的な学習を支援する補習を１０校で実施します。 

 

３ スケジュール 

  平成３０年 ４月 小学校の補習事業者を決定 

  平成３０年 ５月 学習支援員の配置 

           中学校の補習を開始 

        ６月 小学校の補習を開始 

 

【英語教育の強化】 

学習指導要領の改訂により、小学校３・４年生に外国語活動が新たに加わるほ

か、小学校５・６年生では、外国語活動が外国語の教科となり、授業時数が増加

します。 

本市では、英語教育の充実を図るため、外国人英語指導助手を増員するととも

に、教員の英語指導の更なる向上をめざし、英語教育アドバイザーを配置します。 

 

１ 外国人英語指導助手の増員 

  様々な外国の文化に触れることによる児童生徒の英語力の向上、英語学習への
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興味・関心を図るため、外国人英語指導助手を配置した指導体制を充実します。 

  外国人英語指導助手：平成２９年度 ３９名 ⇒ 平成３０年度 ５０名 

 

２ 英語教育アドバイザーの配置 

  学習指導要領の改訂による小学校英語授業等に対応するため、各小学校を巡回

し、学校体制構築の支援や英語指導に対する助言、支援を行う英語教育アドバイ

ザーを４名配置します。 

 

３ スケジュール 

  平成３０年 ４月 ＡＬＴの増員 

           英語教育アドバイザー派遣事業者の決定 

        ６月 英語教育アドバイザーの配置 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

学校教育課 

直通電話 042-704-8918（対応責任者 松田） 


